
社寺観光研究会規約 

 

第 1 章 総則 

（名称） 

第 1 条 この研究会は、社寺観光研究会（以下、「本研究会」という。）と称する。 

 

第 2 章 目的及び事業 

（目的） 

第２条 本研究会は、国内外からの観光客誘致を目指す社寺と地域とのコミュニティー及

び社寺の資産活用について調査・研究・開発等を行い、地域の経済活性及び産業興隆の進

展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本研究会は、次の事業を行う。 

１ 社寺を活用した観光推進に関する情報の収集、交換、提供 

２ 社寺を活用した観光誘客に関する調査、研究 

３ 前条の目的を達成するための意見集約・形成及び政府省庁等関係機関への政策提言 

４ 前条の目的を達成するための地方自治体等の地域の支援 

５ その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

第 3 章 会員 

（本研究会の構成員） 

第４条 本研究会は次の会員をもって構成する 

（１）法人会員 

本研究会の目的に賛同して入会した企業・団体の会員 

（２）特別会員 

   本研究会の活動に寄与すると認められる行政担当者・学識経験者等 

（会員の権利） 

第５条 会員は次の権利を有する。 

１ 本研究会の委員会・分科会の参加 

２ 本研究会が主催するセミナー・シンポジウム等への参加 

（入会手続） 

第６条 会員は別途定める入会申込書を事務局に提出し、入会できるものとする。 

（会費） 

第７条 会員は、次の区分に従って、事業年度ごとに会費を納入するものとする。 

（１）法人会員 1 口 30 万円／年 1 口以上 

（２）特別会員 無料 



２ 会費は毎事業年度開始月（毎年 4 月）に全額を納入するものとする。但し、途中入会

の場合は入会の際に当該事業年度分の会費として前項の金額を納入するものとする。 

３ 法人会員は 1 口 2 名まで登録できるものとする。 

４ 会員が本研究会を退会した場合でも、既に納入した会費は返還しないものとする。 

（退会） 

第８条 会員は、会員の意思により任意に本研究会を退会することができる。 

２ 退会を希望する会員は、事前に事務局に届け出るものとする。 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、評議会の決議によって当

該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対して、除名の決議を行う評議会

の 1 週間前までに、除名する旨及びその理由を通知するとともに、当該評議会において、

当該会員に弁明の機会を与えることとする。 

（１）本規約に違反したとき。 

（２）本研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（３）その他除名すべき正当な理由があるとき。 

２ 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対してその旨を通知するものとする。 

（会員資格の喪失） 

第１０条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本研究会に対する権

利を失い、本履行（第８条に定める会費納入）の義務を除き、義務を免れる。 

２ 本研究会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出金品、提出資

料等は、これを返還しない。 

 

第 4 章 本研究会の運営体制 

 

（評議会） 

第１１条 本研究会は、本研究会の業務内容等を審議・承認・決定・監督する組織として、

評議会を設置する。 

２ 評議会は、評議員により構成される。 

３ 評議会の議長は評議員によって選任される。 

４ 評議会は、評議員の過半数の出席（代理出席、委任状を含む。）をもって成立する。 

５ 評議会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

６ 評議会は、議長が招集し、年２回を目途で開催する。また、必要に応じ、書面又は電

子メールによる開催とすることができる。 

７ 評議員の選任変更は評議会が行う。但し、本研究会設立時の評議員については、一般

社団法人社寺観光連盟（以下、「連盟」という。）が本研究会の目的及び活動に多大の寄



与が期待される有識者を選任する。 

８ 評議会は、次の事項を審議決定する。 

（１）本研究会の事業報告 

（２）新規の委員会の設置 

（３）新規会員入会 

（４）会員の除名 

（５）評議員の選任及び変更 

（６）本規約の改正 

（７）本研究会の解散 

（８）本規約の細則の制定及び変更 

（９）その他、議長が本研究会の事業に関し必要と認める事項 

（委員会） 

第１２条 本研究会は、社寺観光の開発や普及・促進を検討する組織として委員会を設置

する。 

２ 委員会は評議会の承認を経て設置される。 

３ 委員会は本研究会会員によって構成される。 

４ 事務局が議事進行を諮る。 

５ 委員会の活動状況およびその成果について、評議会に報告を行う。 

６ 委員会には、会員以外のオブザーバーの参加を認める。 

７ 委員会は年 4 回を目途に開催し、事務局が招集する。 

（分科会） 

第１３条 各委員会は、委員会の下に、社寺観光の開発や普及・促進の課題を個別に検討

する分科会を設置する。 

２ 分科会は会員で構成される。 

３ 分科会は会員であれば誰でも自由に参加できるものとする。 

４ １つの分科会は会員数 10 社以上で構成することを条件とする。但し、それを下回る会

員数であっても、委員会で決議し、評議会の承認を経れば設置することができる。 

５ 分科会のリーダーは分科会の会員によって選任され、委員会で承認される。 

６ 分科会の活動状況およびその成果について、分科会で取りまとめ、委員会での審議を

経て、評議会に報告を行う。 

７ 開催は分科会ごとに任意に開催する。但し、協議の内容は議事録や資料を以て、委員

会へ報告することとする。 

（議事録） 

第１４条 評議会、委員会、分科会ともに、打合せの内容、議事や資料を作成し事務局が

これを管理する。 

 



（事務局） 

第１５条 本研究会は、本研究会の業務を処理するために、連盟（東京都港区赤坂２丁目

８番１６号所在）内に事務局を置く。 

２ 本研究会の庶務は、連盟が行う。 

３ 連盟は、前項の庶務の活動に係る諸経費を本研究会に請求することができる。 

 

第 5 章 資産及び会計 

 

（事業年度） 

第１６条 本研究会の事業年度は、初年度を除き、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日

に終了する。但し、初年度における事業年度の終期は平成３０年３月３１日とする。 

（事業計画） 

第１７条 本研究会の事業計画書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、事務

局が作成し、評議会の承認を受けることとする。 

２ 前項の書類については、事務局に、当該事業年度が終了するまでの間据え置く 

（事業報告） 

第１８条 本研究会の事業報告は、毎事業年度終了後、事務局が以下の書類を作成し、評

議会の承認を得ることとする。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の添付明細書 

２ 第 1 項の書類他ほか、事業報告を事務局に 5 年間備え置くとともに、規約及び会員名

簿を事務局に備え置くものとする。 

 

第 6 章 規約の変更及び解散 

 

（規約の変更） 

第１９条 本規約は、評議会の決議によって変更することができる。 

（解散） 

第２０条 本研究会は、評議会の決議その他法令で定められた事由により解散することが

できる。 

（余剰金の処分） 

第２１条 本研究会は、余剰金の配分を行うことができない。 

（残余財産の帰属） 

第２２条 本研究会が清算をする場合において有する残余財産は、評議会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若

しくは地方公共団体に贈与するものとする。 



 

 

第７章 細則 

（実施細則） 

第 2３条 本規約に定めるもののほか、本研究会の運営に関して必要な細則は、評議会の決

議により定めることができる。 

 

附則 

 

１ この規約は、平成３０年２月１日より施行する。 


